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「花の色は霞にこめて見せずとも香をだにぬすめ 

春の山風』福智の山裾には、細い雲がまるで墨を流 

したようにたたずむ。水温み、鳥は鳴き、霞の衣の 

中を窯元の一条の煙が西／＼棚引く。 

59年 

Na254 

3 月3日は桃の節句、平安時代には草もちを食べ 

ることが多く、中世には桃の花を浮かべた桃花酒を 

飲む風習もありました。中世から民間に白酒が広ま 

り出し、桶を天秤でかついで白酒を売り歩く風習が 

見られました。 

3 月は、定例議会が開かれます。この中で今年の 

町政の骨組みとなる昭和59年度予算が審議されま魂 

お母さんが先生です  新入学（園）児を交通事故から守りましょう 
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＊農振法の農用地区域における農地転用等の計画変更事務処理手続＊ 

地 権 者 町 （産業振興課） 農林事務所（飯塚） 県農政課 
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※表は主として「1 ,000rTi以上、 2 ha以下の土地を農用地区域から除外する場合」r 1 ha以上の土地の用途区分の変更（田→畑、 

畑→農舎等農業用施設用地）の場合了1 ha以上の土地を農用地区域へ編入する場合」 の事務処理です。 

※n条公告縦覧期間（30日）後15日間は、計画案に対して異臓申立てをすることができます。 
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各規制に対する間い合せは 
【 ●農業振興地域の整備 

~ に関する法律 産業振興課・農政係 

~ ●森林法 ク 

！ ●自然公園法 産業振興課．商工観光係 

I ●国土利用計画法 総務課・企画係 
L 

の
 町には混な土地規制 こ

 赤池 

が適用されます 
赤池町は都市計画区域を設定していませんが、農地転用や開発に 

対しては、表のような規制が適用されます。 

農用地の変更計画や開発計画のある方、また国定公園内の動植物 

土石の採取などには、ご注意ください。 

なお、ここに掲げた法律は、土地規制についての主なもので、こ 

のほか、各種行為にはそれぞれの法律が適用されます。 

r →H 、土利用計画法 農業振興地域の整備に関する法律 森 林 法 自 然公園法 

趣
 

旨
 

総合的かっ計画的な国土の利 

用をはかることを目的とし、 

土地利用規制を通じて乱開発 

を未然に防ぐと共に土地の投 

機的取引と地価の高騰を抑制 

することによって地価の安定 

を図る 

農用地等として開発し、利用すべきものとし 

て、農用地区域に含められた土地の農業上の 

利用を確保し、総合的に農業振興をはかるべ 

き地域の計画的な整備をはかる。 

保安林制度との連けいをはか 

りっっ森林の土地の適正な利 

用を確保し、森林が現に有す 

る公益的機能の維持（災害防 

止、水源かん養、環境保全） 

および森林の保続培養、生産 

力の増進をはかる。 

すぐれた自然の風景地を保護 

するとともに、その利用の増 

進をはかり保健・休養および 

教化に資することを目的とす 

るo 

規

則

の

内

容

 

1 万平方杭(1 ha = 1町）以上の 

土地（合計すると1万平方仁 

以上になる一団の土地を構成 

する部分を含むJ にっいて土 

地売買等（売買予約譲渡担保 

交換、代物弁斉など）の契約 

を締結しようとする場合は、 

町を経由して県知事に届け出 

なければならない。届け出後 
6 週間以内は契約を締結して 
はならない。（届出制） 

農用地区域 左以外の農業振興地域 地域森林計画の対象となって 

いる民有林において土石また 

は樹根の採堀、開墾、その他 

の土地の地質を変更する行為 

は県知事の許可を受けなけれ 
ばならない。 

開発行為の規模・・‘・ 
1 ha(1町=1万平方仁） 

また、立木を伐採する場合は 

あらかじめ県知事に届出書を 

提出しなければならない。 

〇土作物の新築改築または増 

築0木材の伐採・広告物の設 

置・表示0鉱物の堀採、また 

は土石の採取0土地の開墾そ 

の他土地の形状の変更0屋根 

壁面・へい・橋などの色彩の 

変更などは、県知事の許可を 

受けなければならない。 

①農地転用にっいての原則禁 

止 

②指定用途利用にっいての勧 

出 

③開発行為の規制 

①農地転用にっいての規制 

②開発行為にっいての勧告 

適
 
用
 
除
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一団の土地として届け出の面 

積以上となる住宅地の分譲等 

をする場合には、あらかじめ 

土地に関する権利の移転また 

は設定の予定対価の額が、届 

け出の勧告基準となる価格に 
該当しないことにっいて県知 

事の確認を受け、この確認さ 

れた価格の範囲内で土地取引 

を行う場合に限って届け出制 

の適用除外となる。（事前確認 

制） 
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③
 

①にっいて 

0 国・県による転用 

0 土地収用法による使用す 

るもの 

国・地方公共団体が行う行為 

森林の土地の保全に著しい支 

障をおよぼすおそれが少なく 

公益性の高いもの。 

法令等に基づき義務の履行と 

して行う伐採、森林施策計画 

に定められている伐採など。 

0 非常災害のために必要な応 

急措置0地域、地区が指定さ 

れ、もしくはその地域等が拡 

張された際に既に着手してい 

た行為。 

罰
則
 

6箇月以下の懲役または30万 

円以下の罰金 

1 年以下の徴役または10万円以下の罰金 20万円以上の罰金 6 箇月以下の懲役または10万 

円以下の罰金 

議露麟臓蕪鷺麟鷲麟 

森林法が適用される地域森林計画対象民 
有林 

農振法が適用される農用地区域 

自然公園法が適用される北九州国定公園 

地域 

※地図は略図であり実際の地域とは多少異なります。 
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中・高校生のみなさん 

ミ福祉ミについて 
いっしょに考えてみませんか 
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池
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会
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協
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。
 

そ
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で
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み
の
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に
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の
よ
 

う
な
方
が
た
へ
の
理
解
を
高
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真
の
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祉
の
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代
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め
ざ
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た
め
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中
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高
 

校
生
の
み
な
さ
ん
と
共
に
考
え
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語
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あ
う
機
会
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
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▽
と
こ
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池
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▽
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ノ
中
・
高
校
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▽
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員
ノ
三
十
人
（
績
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）
 

▽
申
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ノ
三
月
十
七
日
ま
で
に
社
協
 

事
務
局
へ
電
話
で
（
合
四
六
四
六
）
 

自分の目で確かめようノ 
避難方法と周囲の状況 

「建築物防災週間」3 月7 日～13日 


